
令 和 ７ 年
６月20日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
畜
産
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
の
指
定
（
萩
市
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
河
川
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
三
件
）
（
建
築
指
導
課
）

三

…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業
務
の
委

託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格
審

査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
（
会
計
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
建
築
指
導
課
）

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
物
品
管
理
課
）

一
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

直
接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数

一
六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
名
称
等

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

一
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

一
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

一
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
の
取
消
し
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

一
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

警
備
員
等
の
検
定
の
実
施

一
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

令
和
六
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨

二
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
六
〇
の
一
部
及
び
四
六
二
〇
の
一
の
一
部
並
び
に
同
市
臨
海
町
六
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀

及
び
そ
の
化
合
物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

周
南
市
臨
海
町
六
の
一
部
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該

当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
二
百
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
報
告
を
求
め
る
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
告
示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第

二
百
九
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
蔓ま

ん

延
を
防
止
す
る
た
め

二

報
告
す
べ
き
者

一
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報
告
の
対
象
と
な
る
期
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
、
飼
養
し
て
い
る
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず

ら
、
き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
（
以
下
「
鶏
等
」
と
い
う
。
）
の
羽
数
の
合
計

が
百
羽
以
上
又
は
飼
養
し
て
い
る
だ
ち
よ
う
の
羽
数
が
十
羽
以
上
で
あ
る
農
場
の
所
有
者

三

報
告
す
べ
き
事
項

二
に
掲
げ
る
農
場
に
お
い
て
、
毎
週
月
曜
日
か
ら
日
曜
日
ま
で
の
間
に
飼
養
し
、
及
び
死
亡
し
た

鶏
等
の
羽
数
そ
の
他
鶏
等
の
羽
数
の
増
減
に
関
す
る
事
項

四

報
告
書
の
提
出
期
限

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
十
日
正
午

五

報
告
書
の
提
出
先

二
に
掲
げ
る
農
場
の
所
在
地
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

六

そ
の
他

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
報
告
す

る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
二
百
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
須
佐
字
丸
山
六
五
、
六
六
、
七
〇
、
七
一
、
七
三
、
一
〇
〇
三
三
、
一
〇
〇
三
五
、
一

〇
〇
六
八
の
一
、
一
〇
〇
六
九
、
一
三
二
九
五
、
字
坂
根
二
一
九
か
ら
二
二
二
ま
で
、
二
二
四
、
一

〇
〇
七
五
、
一
〇
〇
七
六
、
一
〇
〇
七
七
の
一
、
一
〇
〇
七
七
の
二
、
字
Ṥ
ノ
口
二
三
〇
の
一
、
二

三
六
、
字
長
谷
二
四
六
の
一
、
二
四
八
の
一
、
二
五
一
の
一
、
二
五
二
、
二
七
〇
の
一
、
二
七
一
の

一
、
二
七
二
の
二
、
二
七
三
の
一
、
二
七
三
の
三
、
二
八
五
、
二
八
六
、
二
八
七
の
一
、
二
八
八
、

三
〇
三
の
一
、
三
〇
四
か
ら
三
〇
七
ま
で
、
一
〇
〇
八
五
の
二
、
一
〇
〇
八
五
の
六
、
一
〇
〇
八
五

の
七
、
一
三
三
四
二
の
一
、
一
三
三
四
三
の
一
、
一
三
三
四
四
の
一
、
一
三
三
四
五
、
一
四
八
五

九
、
字
垰
一
〇
〇
七
一
の
四
、
一
〇
〇
七
二
、
一
〇
〇
七
四
の
一
、
一
〇
〇
七
四
の
二
、
字
Ṥ
口
一

〇
〇
七
九
の
一
、
一
〇
〇
八
一
、
字
家
浴
一
〇
〇
八
五
の
一
、
字
家
ノ
上
一
〇
〇
八
五
の
四
、
一
〇

〇
八
五
の
五
、
一
〇
〇
八
八
、
字
家
の
平
一
〇
〇
八
六
、
一
〇
〇
八
六
の
一
、
字
家
ノ
奥
一
〇
〇
八

九
、
字
弥
兵
衛
ケ
浴
一
〇
〇
九
〇
の
一
、
字
長
ケ
浴
一
〇
〇
九
一
、
字
三
本
松
一
〇
三
二
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
穂
石
川
大
規
模
特
定
河
川
市
道
柳
井
田
布
施
線
土
穂
石
橋
架
設
工
事
（
上
部
工
）
の
契
約
に
係

る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の

時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

土
穂
石
川
大
規
模
特
定
河
川
市
道
柳
井
田
布
施
線
土
穂
石
橋
架
設
工
事
（
上
部
工
）

㈠

工
事
場
所

柳
井
市
古
開
作
字
東
土
穂
石
か
ら
同
市
古
開
作
字
西
土
穂
石
ま
で
の
間

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

長

道

路

幅

員

Ｐ
Ｃ
単
純
ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
ス
ラ
ブ
桁
形

式
橋
り
ょ
う

三
九
・
七
メ
ー
ト
ル

一
三
・
三
メ
ー
ト
ル

（
車
道
五
・
五
メ
ー
ト
ル
)

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

二
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⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の
Ａ
等

級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
七
年
六
月
十
九
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
の
数
値
が
千
百

以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木
一
式
工
事
の
数
値
が
九
百
五
十
以
上

で
あ
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
限

令
和
七
年
七
月
十
一
日

午
後
四
時
三
十
分

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
柳
井
土
木
建
築
事
務
所
（
電
話
〇
八
二
〇－

二
二－

〇
三
九
六
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
二
百
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
新
築
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い

う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
新
築
工
事

㈠

工
事
場
所

岩
国
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
及
び
川
西
四
丁
目
地
内

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
二
階
建

九
、
九
〇
七
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
三
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
建
築
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚒

出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
七
年
六
月
十
九
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
千
六
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
建
築
一
式
工
事
の
数
値
が
九
百
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

二
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同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
七
年
八
月
一
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三

－

三
八
三
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
二
百
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
電
気
設
備
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と

い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
電
気
設
備
工
事

㈠

工
事
場
所

岩
国
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
及
び
川
西
四
丁
目
地
内

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

二
階
建

九
、
九
〇
七
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
三
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
電
気
工
事
の
Ａ
等
級
で

あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
電
気
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
七
年
六
月
十
九
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
電
気
工
事
の
数
値
が
千
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
電
気
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
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㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
七
年
八
月
一
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三

－

三
八
三
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
二
百
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
機
械
設
備
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と

い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
機
械
設
備
工
事

㈠

工
事
場
所

岩
国
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
及
び
川
西
四
丁
目
地
内

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

二
階
建

九
、
九
〇
七
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
三
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
管
工
事
の
Ａ
等
級
で
あ

る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
管
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
七
年
六
月
十
九
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
管
工
事
の
数
値
が
千
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
管
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
七
年
八
月
一
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三

－
三
八
三
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
二
百
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、

五
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借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下

「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い

う
。
）
並
び
に
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
時
期

及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

競
争
入
札
参
加
資
格

㈠

競
争
入
札
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」

と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条

の
四
（
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
以
外
の
者
（
所
得
税
又
は
法
人

税
、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
、
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に

物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
に
あ
っ
て
は
契
約
の
種
類
及
び
金
額
に
応
じ
四
等
級

に
、
業
務
の
委
託
に
あ
っ
て
は
契
約
の
金
額
に
応
じ
三
等
級
（
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
の
委
託
に

あ
っ
て
は
、
二
等
級
）
に
区
分
し
て
格
付
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

㈡

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は
、
建
築
物
に

お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
に
お
け
る
清
掃
を
行
う
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下

「
建
築
物
清
掃
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

⚑

資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前

の
営
業
年
度
（
決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い

る
直
近
の
営
業
年
度
）
の
決
算
（
以
下
「
直
前
決
算
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
自
己
資
本
額

（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
と
し
、
個
人
に

あ
っ
て
は
次
年
度
繰
越
純
資
本
金
の
額
と
す
る
。
）

⚒

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
（
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を

百
分
比
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

⚓

物
品
等
の
製
造
を
主
た
る
業
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
装
置
、
車

両
運
搬
具
、
工
具
及
び
器
具
の
残
存
価
格

⚔

申
請
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
清
掃
業
務
）
に
従
事
す

る
職
員
の
数

⚕

山
口
県
内
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
者
（
以
下
「
県
内
業
者
」
と
い

う
。
）
又
は
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
直
前
の
六
月
一
日
に
お
け
る
障
害
者

の
雇
用
の
状
況

⚖

申
請
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
清
掃
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

⚗

直
前
決
算
の
日
以
前
二
年
の
各
営
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
に
よ
り
算
出
し
た
年
間
平
均
売

上
高
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
直
前
決
算
の
日
以
前
二
年
の
各
営
業
年
度
に
お
け
る

清
掃
業
務
受
託
高
に
よ
り
算
出
し
た
年
間
平
均
契
約
金
額
）

⚘

建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
二
年
度
間
に
お
い
て
清

掃
業
務
委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
た
期
間

⚙

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
以
下
「
一
般
事
業
主
行
動
計

画
」
と
い
う
。
）
の
策
定
及
び
届
出
の
有
無

10

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
や
ま
ぐ
ち
女
性
の
活
躍
推
進
事
業
者
の
登
録
の
有
無

11

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
標
準
化
機
構
の
認

証
取
得
の
有
無

12

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
般
財
団
法
人
持
続
性

推
進
機
構
の
認
証
及
び
登
録
の
有
無

㈢

特
定
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の

四
の
規
定
に
基
づ
き
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
以
外
の
者
（
所
得
税
又
は
法
人

税
、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

⚑

物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
あ
っ
て
は
、
㈡
の
⚑
か
ら

⚔
ま
で
、
⚖
及
び
⚗
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
し
て
行
う
資
格
審
査
に
お
い
て
、
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⚒

業
務
の
委
託
に
あ
っ
て
は
、
㈡
の
⚑
、
⚒
、
⚔
、
⚖
及
び
⚗
に
掲
げ
る
事
項
（
建
築
物
清
掃

業
者
に
あ
っ
て
は
、
㈡
の
⚑
、
⚒
及
び
⚔
か
ら
⚘
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
）
を
審
査
し
て
行
う
資

格
審
査
に
お
い
て
、
契
約
の
金
額
に
応
じ
三
等
級
（
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
の
委
託
に
あ
っ
て

は
、
二
等
級
）
に
区
分
し
て
格
付
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
が
決
定
さ
れ
た
日
か
ら
令
和

十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

二

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

㈠

申
請
の
時
期
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
日
以
降
随
時
と
す
る
。

㈡

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様

六
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式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官

憲
が
証
明
し
た
同
様
の
書
類
）
、
個
人
に
あ
っ
て
は
誓
約
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）

⚒

納
税
証
明
書
（
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官
憲
が
証
明

し
た
同
様
の
書
類
）

⚓

法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
資
産
負
債
調
及
び
損

益
計
算
書

⚔

営
業
所
の
所
在
状
況
を
記
載
し
た
書
類

⚕

営
業
に
関
し
て
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
に
お
け
る
清
掃
を
行
う
事

業
の
登
録
証
明
書
の
写
し
）

⚖

一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
及
び
届
出
を
行
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長

に
提
出
し
た
当
該
届
出
の
写
し

⚗

一
の
㈡
の
10
に
定
め
る
や
ま
ぐ
ち
女
性
の
活
躍
推
進
事
業
者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て

は
、
当
該
登
録
証
の
写
し

⚘

一
の
㈡
の
11
に
定
め
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
標
準
化
機
構
の
認
証

を
取
得
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
証
に
係
る
登
録
証
の
写
し

⚙

一
の
㈡
の
12
に
定
め
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
般
財
団
法
人
持
続
性
推

進
機
構
の
認
証
及
び
登
録
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
証
及
び
登
録
を
証
す
る
書
面
の

写
し

10

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

11

⚑
か
ら
10
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類

㈣

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

⚑

申
請
書
及
び
㈢
の
⚓
に
掲
げ
る
書
類
は
日
本
語
で
作
成
を
し
、
そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で

記
載
さ
れ
た
も
の
は
訳
文
の
付
記
又
は
添
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省

令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

官
公
需
適
格
組
合
の
特
例

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
合

で
、
山
口
県
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
局
長
の
官
公
需
適
格
組
合

の
証
明
を
受
け
て
い
る
も
の
が
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書

に
、
二
の
㈢
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
随
時
に
、
知
事
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
通
知
す
る
。

五

審
査
事
項
等
の
変
更
の
届
出

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
二
の
㈢
に
掲
げ
る
書
類
（
変
更
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

住
所

㈡

商
号
又
は
名
称

㈢

代
表
者
の
氏
名

㈣

県
と
の
取
引
を
担
当
す
る
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

㈤

代
理
人
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別記
第１号様式

（表）

新規・継続 登録番号 ※受付番号 ※ 受 付

競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書

年 月 日

山口県知事 様

郵 便 番 号
申請者 住 所

商号又は名称
ふ り が な

代表者氏名
ふ り が な

（電 話 局 番）
（ファクシミリ 局 番）

年 月 日から 年 月 日までの間において山口県が発注する

製造の請負
買 入 れ物品等の借 入 れに係
売 払 い

業 務 の 委 託
る競争入札に参加したいので、競争入札参加資格の審査を関係書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。

① 山口県と
の取引を希
望する営業
種目及び営
業比率

⑴ 物品等の製造の請負並びに物品等の買入れ、借入れ及び売払い

希望順位 大 分 類 小 分 類 ⚑ 小 分 類 ⚒ 小 分 類 ⚓ 小 分 類 ⚔ 小 分 類 ⚕
番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目

第⚑希望

第⚒希望

第⚓希望

第⚔希望

第⚕希望

備 考

⑵ 業務の委託（清掃業務の委託を除く。）

希望順位 大 分 類 小 分 類 ⚑ 小 分 類 ⚒ 小 分 類 ⚓ 小 分 類 ⚔ 小 分 類 ⚕
番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目 番号 種 目

第⚑希望

第⚒希望

第⚓希望

第⚔希望

第⚕希望

備 考

⑶ 清掃業務の委託

営 業 種 目 営業比率 営 業 種 目 営業比率

清 掃 業 務 ％ ％

計 100
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注 １ 「登録番号」欄は、新規の場合は記入を要しないこと。
２ ※印欄は、記入しないこと。
３ ①欄の⑴の「備考」欄は、小分類の種目をその他とする場合にその具体的な品目の内容を記入すること。
４ ①欄の⑵の「備考」欄は、一つの希望順位内で大分類の種目をその他とし、かつ、小分類の種目をその他とする場合にの
み、その主要な業務の内容を記入すること。
５ ④欄は、申請者が物品等の製造を主たる業とする者の場合にのみ記入すること。
６ ⑥欄は、申請者が山口県内に本店若しくは主たる事務所を有する者又は建築物清掃業者の場合にのみ記入すること。
７ ⑧欄及び⑩欄は、申請者が建築物清掃業者の場合にのみ記入すること。
８ ⑪欄及び⑫欄は、申請者が山口県内に本店又は主たる事務所を有する者の場合にのみ記入すること。

※ ※資格区分
② 自己資本
額

千円

※
③ 流動比率 流動資産（ 千円）

流動負債（ 千円） × 100＝ ％
※
④ 機械装置
等の残存価
格

区 分 取 得 価 格 ✔ 減 価 償 却 額 ✕ 残 存 価 格 ✔－✕
機 械 装 置 千円 千円 千円
車両運搬具
工具・器具

※ 計
⑤ 職員数

職 員 数 左記のうち、清掃
業務従事職員数 清掃業務に関係

する資格、免許

等を有する職員

資格、免許等の名称 人 数
人

人 人

※
⑥ 障害者の
雇用状況 常時雇用する

障害者の数

人 数
雇用状況の報告
義務の有無 有 ・ 無 法定雇用障害者数の算定

の基礎となる労働者の数

人 数
人 人

※
⑦ 営業年数 営 業 開 始 年 月 休 業 期 間 現組織への変更年月 営 業 年 数

年 月 年 月から 年 月まで 年 月 年間※
⑧ 清掃業務
に係る営業
年数

営 業 開 始 年 月 休 業 期 間 現組織への変更年月 営 業 年 数

年 月 年 月から 年 月まで 年 月 年間※
⑨ 直前⚒年
間の年間平
均売上高

直 前 ⚒ 年 の 売 上 高 直 前 ⚑ 年 の 売 上 高 年 間 平 均 売 上 高
千円 千円 千円

※
⑩ 清掃業務に係
る直前⚒年間の年
間平均契約金額

直 前 ⚒ 年 の 契 約 金 額 直 前 ⚑ 年 の 契 約 金 額 年 間 平 均 契 約 金 額
千円 千円 千円

※
⑪ 子育て支援・
女性の活躍推進 次世代育成対策推進法による一般事

業主行動計画の策定及び届出の有無 有 ・ 無 やまぐち女性の活躍推進事業者の登
録の有無 有 ・ 無

※
⑫ 環境マネジメ
ントシステム 環境マネジメントシステムに関する

国際標準化機構の認証取得の有無 有 ・ 無
環境マネジメントシステムに関する
一般財団法人持続性推進機構の認証
及び登録の有無

有 ・ 無
※

山
口
県
と
の
取
引
を
す
る
支
店
等

名 称 郵 便 番 号
所 在 地 電 話 局 番
代表者の氏名 ファクシミリ 局 番
名 称 郵 便 番 号
所 在 地 電 話 局 番
代表者の氏名 ファクシミリ 局 番
名 称 郵 便 番 号
所 在 地 電 話 局 番
代表者の氏名 ファクシミリ 局 番
名 称 郵 便 番 号
所 在 地 電 話 局 番
代表者の氏名 ファクシミリ 局 番

※ 参加停止
の期間

（裏）



第
⚒
号
様
式

誓
約

書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

申
請
者
住
所
氏
名

私
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
167条

の
⚔
第
⚑
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

第
⚓
号
様
式

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
別
表
参
加
停
止
措
置
基
準

第
15号
か
ら
第
21号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

ま
た
、
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
お
い
て
は
、
同
基
準
第
15号

か
ら
第
21号

ま
で
に
該
当
す
る
行

為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
併
せ
て
誓
約
し
ま
す
。

業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
別
表
参
加
停
止
措
置
基
準
抜
粋

（
暴
力
団
排
除
）

15
役
員
等
又
は
有
資
格
業
者
の
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
⚓
年
法
律
第
77号
。
以
下
「
暴
力
団
対
策
法
」
と
い
う
。
）
第
⚒
条
第
⚒
号

に
規
定
す
る
団
体
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
対
策
法
第
⚒
条
第
⚖
号
に
規
定
す
る
者

（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
の
構
成
員
で
は
な
い
が
、
暴
力
団
と
関
係
を
持
ち
な
が

ら
、
そ
の
組
織
の
威
力
を
背
景
と
し
て
暴
力
的
不
法
行
為
等
を
行
う
者
及
び
暴
力
団
に
資
金
や
武
器
を
供

給
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
組
織
の
維
持
、
運
営
に
協
力
し
若
し
く
は
関
与
す
る
者
（
以
下
「
暴
力
団
準
構

成
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
。

16
役
員
等
が
業
務
に
関
し
、
不
正
に
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
及
び
暴
力
団
準
構
成
員
（
以
下
「
暴
力
団
関

係
者
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

17
役
員
等
若
し
く
は
使
用
人
が
、
い
か
な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係

者
に
対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
を
不
当
に
与
え
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

18
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

19
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
法
人
、
組
合
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。

20
本
県
と
締
結
し
た
委
託
契
約
又
は
物
品
調
達
等
の
契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係

者
が
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
契
約
を
締
結

し
た
と
き
。

21
本
県
と
締
結
し
た
委
託
契
約
又
は
物
品
調
達
等
の
履
行
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経

営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
原
材
料
等
の
購
入
、

機
材
等
の
借
入
れ
、
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
使
用
を
し
た
と
き
。

注
申
請
時
に
お
い
て
は
、
第
15号

か
ら
第
19号

ま
で
の
規
定
中
「
役
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
、
申
請
者

の
役
員
及
び
そ
の
支
店
又
は
営
業
所
（
常
時
、
業
務
委
託
契
約
又
は
物
品
調
達
等
の
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所

を
い
う
。
）
を
代
表
す
る
者
」
と
、
第
15号

中
「
有
資
格
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
第
16号

中
「
使
用
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
し
て
い
る
」
と
、
第
17号

中
「
使
用
人
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
の
使
用

人
」
と
、
「
与
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
与
え
て
い
る
」
と
、
第
20号

中
「
を
締
結
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
を
締

結
し
て
い
る
」
と
、
第
21号
中
「
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
を
し
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
〇
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第
⚔
号
様
式

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

（
電

話
局

番
）

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

局
番
）

下
記
の
と
お
り

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
の
間
の
競
争

入
札
参
加
資
格
に
係
る
審
査
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

変
更
事
項

変
更
年
月
日

変
更

の
内

容

変
更

前
変

更
後

公

告

（
一
一
三
）
一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
工
事
の
請
負

㈠

工
事
名

県
東
部
地
域
県
立
武
道
館
（
仮
称
）
新
築
工
事

㈡

工
事
場
所

岩
国
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
及
び
川
西
四
丁
目
地
内

㈢

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
二
階
建

九
、
九
〇
七
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

工
期

こ
の
入
札
に
よ
り
締
結
す
る
契
約
に
係
る
議
会
の
議
決
の
あ
っ
た
日
の
翌
々
日
か
ら
約
二
十
八

箇
月
間

㈤

そ
の
他

こ
の
工
事
は
、
契
約
締
結
後
に
施
工
方
法
等
の
提
案
（
十
一
の
㈠
に
基
づ
く
評
価
の
対
象
と
な

る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
付
け
る
Ｖ
Ｅ
方
式
の
工
事
で
あ
る
。

二

工
事
概
要
書
及
び
入
札
説
明
書
等
の
配
布

㈠

場
所

山
口
県
入
札
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

㈡

日
時

令
和
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
日
ま
で

三

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査

一
〇
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に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
二
百
十
一
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く

資
格
審
査
に
お
い
て
、
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
共
同
企
業
体
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
が
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

⚒

一
に
掲
げ
る
工
事
（
以
下
「
本
工
事
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員

で
な
い
こ
と
。

⚓

令
和
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
山
口
県

建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。

⚔

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
二
十

三
第
一
項
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⚕

共
同
企
業
体
で
な
い
こ
と
。

⚖

本
工
事
に
お
け
る
設
計
業
務
の
受
託
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⚑

元
請
負
人
又
は
共
同
企
業
体
の
構
成
員
（
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
と
し
て
建
築
工
事
（
延
べ
面
積
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
屋
内
ス
ポ
ー
ツ
施
設

で
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
完
成
し
た
も
の
に
限

る
。
）
を
施
工
し
た
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
建
築
工
事
と
は
、
建
築
基
準
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
十
三
号
に
よ
る
建
築
物
の
新
築
、
増
築
又
は
改
築

工
事
を
い
い
、
修
繕
、
模
様
替
又
は
移
転
等
の
工
事
を
含
ま
な
い
。

⚒

建
築
工
事
業
に
係
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
、
か
つ
、
法
第
二
十
六
条
第
五

項
の
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
講
習
（
以
下
「
登
録
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
講
し
た

監
理
技
術
者
（
以
下
「
監
理
技
術
者
」
と
い
う
。
）
で
、
直
接
的
か
つ
恒
常
的
な
雇
用
関
係

（
告
示
三
㈠
に
規
定
す
る
共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
審
査
申
請
書
等
の
提
出
の
日

（
以
下
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
以
前
に
三
月
以
上
）
が
あ
る
も
の
を
本
工
事
の
工
事
現
場
に

専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。
な
お
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

監
理
技
術
者
の
配
置
は
認
め
な
い
。

㈣

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
（
以
下

「
主
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
で
、
直
接
的
か
つ
恒
常
的
な
雇
用
関
係
（
提
出
日
以
前
に
三
月
以

上
）
が
あ
る
も
の
を
本
工
事
の
工
事
現
場
に
専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
。

四

設
計
図
書
の
縦
覧
及
び
配
布

㈠

場
所

山
口
県
入
札
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

㈡

日
時

令
和
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
九
月
十
一
日
ま
で

五

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課

六

入
札
の
方
法

こ
の
入
札
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
行
う
の
で
、
提
案
書
そ
の
他
の
入
札
説
明
書
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

七

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法
-

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
額
（
以
下
「
入
札
金
額
」
と
い
う
。
）
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課

㈢

受
領
期
限

令
和
七
年
八
月
二
十
日
午
前
九
時
か
ら
同
月
二
十
二
日
午
後
四
時
三
十
分

八

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
入
札
控
室

㈡

日
時

令
和
七
年
九
月
十
二
日
午
前
十
時

九

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

十

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
押
印
（
署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
自
署
）
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札 一

二
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十
一

落
札
者
決
定
基
準

㈠

総
合
評
価
基
準

落
札
者
の
決
定
は
、
価
格
、
施
工
方
法
等
の
提
案
及
び
技
術
的
能
力
等
の
条
件
を
総
合
的
に
評

価
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

㈡

審
査
基
準

提
案
書
に
記
載
さ
れ
た
施
工
方
法
等
の
提
案
及
び
技
術
的
能
力
等
の
条
件
に
つ
い
て
、
設
計
図

書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
点
を
求
め
る
。
な
お
、
評
価
点
を
求
め
る
際
の
評

価
の
項
目
及
び
基
準
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

十
二

落
札
者
の
決
定
方
法

㈠

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
も
高
い
評
価
値
（
評
価
の
項
目
ご
と
の
評
価

点
に
別
表
に
定
め
る
換
算
値
を
乗
じ
て
得
た
も
の
の
合
計
に
履
行
確
実
点
（
五
点
）
及
び
百
点
を

加
え
、
入
札
金
額
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
た
だ
し
、
入
札
価
格
が
「
山
口
県
低
入
札
価
格
調

査
実
施
要
領
」
に
規
定
す
る
調
査
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
場
合
は
履
行
確
実
点
を
〇
点
と
し
、
評

価
値
算
定
の
た
め
の
入
札
価
格
を
調
査
基
準
価
格
と
し
て
値
（
評
価
値
）
を
算
定
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
を
得
て
、
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
落
札
者
と
し
な
い
。

⚑

施
工
方
法
等
の
提
案
の
内
容
が
著
し
く
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

⚒

評
価
値
が
、
百
点
を
予
定
価
格
で
除
し
て
得
た
値
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
値
に
満
た

な
い
場
合

⚓

入
札
金
額
に
よ
っ
て
は
入
札
者
に
よ
り
本
工
事
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合
又
は
入
札
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の

秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合

㈡

落
札
と
な
る
べ
き
最
も
高
い
評
価
値
を
得
て
入
札
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
電
子
く

じ
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
。

十
三

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

入
札
参
加
資
格
の
要
件
の
確
認
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
書
類
（
告
示
に
基
づ
く
資
格
審
査
を
申

請
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
⚑
、
⚒
、
⚓
及
び
⚗
に
掲
げ
る
書
類
）
を
令
和
七
年
七
月
十
一
日
午
後

四
時
三
十
分
ま
で
に
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
確
認
結

果
を
記
載
し
た
書
面
を
令
和
七
年
八
月
一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

⚑

誓
約
書

⚒

工
事
の
施
工
実
績
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

⚓

監
理
技
術
者
及
び
主
任
技
術
者
の
資
格
及
び
工
事
経
験
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

⚔

共
同
企
業
体
の
構
成
員
及
び
そ
の
出
資
比
率
を
記
載
し
た
書
類

⚕

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚖

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚗

監
理
技
術
者
が
登
録
講
習
を
受
講
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

㈤

こ
の
入
札
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
入
札
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈥

こ
の
入
札
に
係
る
請
負
契
約
に
つ
い
て
は
、
県
議
会
の
議
決
を
要
す
る
た
め
、
落
札
後
仮
契
約

を
締
結
し
、
当
該
議
決
を
経
た
後
本
契
約
を
締
結
す
る
。

㈦

契
約
保
証
金

契
約
金
額
の
百
分
の
十
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
債
の
提
供
又
は

金
融
機
関
若
し
く
は
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

八
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社
の
保
証
を
も
っ
て
契
約
保
証
金
の
納
付

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
工
事
履
行
保
証
契
約
又
は
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証

保
険
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、
契
約
保
証
金
の
納
付
を
免
除
す
る
。

㈧

契
約
締
結
後
の
技
術
提
案

契
約
締
結
後
、
当
該
請
負
人
は
、
設
計
図
書
の
変
更
の
案
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、
設
計
図
書
に
定
め
る
工
事
目
的
物
の
機
能
、
性
能
等
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
な
く
請
負
代

金
額
を
低
減
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
施
工
方
法
等
の
提
案
（
十
一
の
㈠
に
基
づ
く
評
価
の
対
象

と
な
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
案
を
適

当
と
認
め
た
と
き
は
、
設
計
図
書
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
請

負
代
金
額
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
仕
様
書
に
よ
る
。

㈨

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
八
三

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
四

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
the
contract:
A
rchitectural
G
uidance
D
ivision,
C
onstruction

D
epartm
ent,
Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent,
1-1
T
akim
achi,
Y
am
aguchi
C
ity,

Y
am
aguchi
Prefecture

⑵

N
am
e
of
construction
:
C
onstruction
w
ork
of
the
eastern
prefectural
m
artial
arts

一
二
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palace
(tem
porary
nam
e)

⑶

O
utline
of
construction
:R
einforced
concrete
structure,tw
o
stories
high

⑷
Place
of
construction
:1
U
shinoya-m
achi,and
4
K
aw
anishi,Iw
akuni
C
ity

⑸
Section
in
charge
of
procurem
ent
and
contact
point
for
the
notice:
A
rchitectural

G
uidance
D
ivision,C
onstruction
D
epartm
ent,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent,1-1

T
akim
achi,Y
am
aguchi
C
ity

別
表

評
価
の
項
目

評
価

の
基

準
配
点

換
算
値

施
工
方
法
等

の
提
案

高
度
な
技
術
の
提

案
「
木
造
ア
ー
チ
ト
ラ
ス
の
精
度
管
理
」
に
関
す
る

技
術
提
案
に
つ
い
て
、
３
段
階
で
評
価
す
る
。

３
点

2416

上
記
技
術
提
案
に
係
る
施
工
計
画
に
つ
い
て
、
３

段
階
で
評
価
す
る
。

３
点

「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
躯
体
の
施
工
精
度
及
び

品
質
の
向
上
」
に
関
す
る
技
術
提
案
に
つ
い
て
、
３

段
階
で
評
価
す
る
。

３
点

上
記
技
術
提
案
に
係
る
施
工
計
画
に
つ
い
て
、
３

段
階
で
評
価
す
る
。

３
点

施
工
上
配
慮
す
べ

き
事
項

施
工
上
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
を
示
し
、
そ
の
理

由
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
技
術
的
な
所
見
が
記

載
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

４
点

技
術
的
能
力

等
の
条
件

同
種
の
工
事
の
施

工
実
績
の
有
無

共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
平
成
29年
４
月
１
日
か

ら
令
和
７
年
６
月
20日
ま
で
の
間
に
同
種
の
工
事
を

施
工
し
た
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２
点

３６

I SO
9001の

認
証

の
取
得
の
状
況

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
国
際
標
準

化
機
構
が
定
め
る
I SO
9001の

認
証
を
取
得
し
て
い

る
こ
と
。

１
点

I SO
14001

の
認

証
の
取
得
の
状
況

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
国
際
標
準

化
機
構
が
定
め
る
I SO
14001の

認
証
を
取
得
し
て

い
る
こ
と
。

１
点

労
働
安
全
衛
生
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の

認
証
状
況

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
労
働
安
全

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

１
点

標
準
見
積
書
の
活

用
全
て
の
下
請
契
約
に
お
い
て
標
準
見
積
書
を
活
用

す
る
こ
と
。

１
点

監
理
技
術
者
の
有

す
る
資
格

監
理
技
術
者
が
一
級
建
築
士
若
し
く
は
一
級
建
築

施
行
管
理
技
士
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

１
点

３３
監
理
技
術
者
の
施

工
経
験
の
有
無

監
理
技
術
者
が
平
成
29年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７

年
６
月
20日
ま
で
の
間
に
同
種
の
工
事
に
従
事
し
た

経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２
点

（
一
一
四
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
末
武
上
字
久
保

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

下
松
市
大
字
末
武
上
六
五
八
番
地
の
八

有
限
会
社
八
木
組

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
美
里
町
四
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

下
松
市
美
里
町
四
丁
目
四
番
三
号

松
島

弘
昌

（
一
一
五
）
一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
購
入

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
車

一
台

㈡

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

納
入
期
限

一
四
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令
和
八
年
十
月
三
十
日

㈣

納
入
場
所

山
口
県
防
府
土
木
建
築
事
務
所
阿
東
分
室

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
四
輪
車
両
に
つ
い
て
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
五
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委
託

及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い
な

い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

㈢

受
領
期
限

令
和
七
年
八
月
四
日
午
後
五
時
十
五
分
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
八
月
五
日

午
前
十
一
時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
入
札
室

㈡

日
時

令
和
七
年
八
月
五
日
午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈤

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六
〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
contract:O
ffice
Supplies
D
ivision,A
ccounting
B
ureau,Y
am
a-

一
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guchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵

N
am
e
and
quantity
of
the
products
to
be
purchased
:1
snow
rem
oving
vehicle

⑶
D
elivery
period
:O
ctober
30,2026

⑷
D
elivery
place:A
to
branch
office,H
ofu
Public
W
orks
and
C
onstruction
O
ffice,Y
am
a-

guchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑸

D
ivision
in
charge
of
procurem
ent
and
C
ontact
point
for
the
notice:O
ffice
Sup-

plies
D
ivision,
A
ccounting
B
ureau,
Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent,
1-1
T
aki-

m
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.
083-933-3960)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:
5
:15
P.M
.A
ugust
4,2025
(If
brought
in
person
:

11
:00
A
.M
.A
ugust
5,2025)

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
一
、
八
九
三

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
三
六
、
八
二
六

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

六
八
、
六
六
九

宇
部
市
選
挙
区

四
四
、
〇
六
一

山
口
市
選
挙
区

五
一
、
八
五
五

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
三
、
一
〇
五

防
府
市
選
挙
区

三
一
、
三
一
七

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
五
二
六

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
六
、
六
三
六

光
市
選
挙
区

一
三
、
六
八
三

長
門
市
選
挙
区

八
、
七
六
一

柳
井
市
選
挙
区

八
、
四
二
七

美
祢
市
選
挙
区

六
、
二
〇
三

周
南
市
選
挙
区

三
八
、
〇
七
九

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
六
、
六
〇
〇

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
〇
七
九

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

七
、
八
七
四

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

二
三
六
、
八
二
六

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の

名
称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

国
民
民
主
党

山
口
県
参
議

院
選
挙
区
第

１
総
支
部

関
谷
拓
馬
参
議
院
議
員
関
谷
拓
馬
山
口
市
朝
田
1681

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
７
、
４
、
９
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政
治
団

体
の
名

称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る

事
務
所

の
所
在

地

公
職
の
候
補
者

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

氏
名
公
職
の
種
類

せ
き
た

に
拓
馬

教
育
政

策
研
究

会

関
谷
拓
馬
参
議
院
議
員
関
谷
拓
馬

山
口
市

堂
の
前

町
２
番

44
－

201号

関
谷
拓
馬
参
議
院
議
員

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体
か
つ
同
項

第
２
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
７
、
４
、
９

せ
き
た

に
拓
馬

後
援
会
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

谷
村
守
後
援
会

谷
村

守
白
井
壽
子
長
門
市
三
隅
中
1617の

１
令
和
７
、

３
、
３

や
ま
が
た
こ
う
す

け
後
援
会

西
田
幸
誠
西
田
紗
央
里
山
口
市
大
内
矢
田
南
３
丁

目
11番
26号

〃
〃
27

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

参
政
党
山
口
県
支
部
連
合
会

水
津
真
澄

事
務
所
萩
市
大
字
椿

3145の
３

山
口
市
嘉
川

4539

令
和
７
、

３
、
４

代
表
者
水
津
真
澄

末
廣
純
子

会
計
責
任
者
末
廣
純
子

森
田
ゆ
か
り

参
政
党
山
口
第
１
支
部

永
田
展
久
事
務
所
宇
部
市
東
藤
曲

２
丁
目
２
番
13

号

宇
部
市
松
山
町

５
丁
目
４
番
33

号
〃
〃
28

代
表
者
永
田
展
久

奥
田
眞
悟

参
政
党
山
口
第
３
支
部

白
石

創

事
務
所
下
関
市
山
の
田

南
町
２
番
46－

802号
萩
市
大
字
椿

3145の
３

〃
〃
４

代
表
者
白
石

創
水
津
真
澄

会
計
責
任
者
岡
村
理
恵

稲
葉
弓
恵

自
由
民
主
党
美
川
支
部

片
山
原
司
〃

広
森
英
二

升
田
清
甫

〃
〃
21

自
由
民
主
党
山
口
県
宇
部
市
第

三
支
部

高
井
智
子
〃

森
本
浩
司

中
村
友
恵

〃
４
、
25

自
由
民
主
党
山
口
県
看
護
連
盟

支
部

山
本
惠
子
代
表
者
山
本
惠
子

長
谷
川
京
子

令
和
６
、

７
、
１

自
由
民
主
党
山
口
県
郵
政
政
治

連
盟
支
部

小
倉
雄
二
事
務
所
下
関
市
長
府
松

小
田
中
町
９
番

22号
萩
市
大
字
椿
東

6373の
53

令
和
７
、

４
、
〃

代
表
者
小
倉
雄
二

末
武

晃

立
憲
民
主
党
山
口
県
第
１
区
総

支
部

平
岡
秀
夫
〃

平
岡
秀
夫

坂
本
史
子

〃
３
、
25

会
計
責
任
者
坂
本
史
子

帖
佐

剛

石
本
た
か
し
後
援
会

石
本

崇
事
務
所
岩
国
市
山
手
町

３
丁
目
60番
１

－
511号

岩
国
市
室
の
木

町
２
丁
目
８
番

69号
令
和
５
、

11、
１

い
た
や
正
後
援
会

板
谷

正
名

称
い
た
や
正
後
援

会
い
た
や
正
と
市

政
に
参
画
す
る

会
令
和
７
、

２
、
26

井
原
健
太
郎
後
援
会

井
原
健
太
郎
事
務
所
柳
井
市
南
町
１

丁
目
７
番
５
－

203号
柳
井
市
古
開
作

710
〃
３
、
16

小
野
田
厚
狭
民
社
協
会

綱
井
健
哲
会
計
責
任
者
才
津
偉
晶

原
田
剛
史

〃
〃
10

下
村
ひ
で
き
後
援
会

芳
川
修
栄
〃

下
村
康
子

岡
本
恭
昭

〃
〃
15

杉
山
勝
浩
後
援
会

杉
山
敬
子
代
表
者
杉
山
敬
子

小
田
文
雄

〃
４
、
１

政
治
結
社
大
日
本
興
友
会

渋
谷
周
治
〃

渋
谷
周
治

酒
見

彰
〃
３
、
31

一
七
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全
国
小
売
酒
販
政
治
連
盟
山
口

県
支
部

松
野
和
之
事
務
所
周
南
市
緑
町
３

丁
目
12

山
口
市
幸
町
３

番
22号

令
和
６
、

12、
２

全
国
旅
館
政
治
連
盟
山
口
県
支

部
森
本
洋
一
会
計
責
任
者
栗
栖
章
次

伊
藤
勝
志

〃
９
、
１

田
中
敏
靖
後
援
会

柴
田

功
〃

田
中
敏
靖

田
中
京
子

令
和
７
、

３
、
31

谷
村
ま
も
る
後
援
会

谷
村

守
名

称
谷
村
ま
も
る
後

援
会

谷
村
守
後
援
会
〃
〃
11

会
計
責
任
者
谷
村

守
白
井
壽
子

豊
村
ゆ
う
じ
後
援
会

豊
村
雄
二
事
務
所
防
府
市
大
字
高

井
1127の

１
防
府
市
大
字
植

松
116

令
和
５
、

５
、
１

長
岡
け
ん
た
ろ
う
後
援
会

長
岡
宏
久
代
表
者
長
岡
宏
久

長
岡
岳
久

〃
12、
10

は
ま
お
か
歳
生
後
援
会

小
林

傅
〃

小
林

傅
山
岡
源
吾

令
和
７
、

３
、
１

藤
本
か
ず
の
り
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
本
池

純
事
務
所
宇
部
市
南
浜
町

２
丁
目
４
番
２

号
宇
部
市
錦
町
８

番
６
号

令
和
６
、

４
、
10

山
口
県
鍼
灸
政
治
連
盟

河
野
素
道
会
計
責
任
者
藤
本
洋
志

野
草
哲
平

〃
６
、
23

山
下
節
子
後
援
会

田
中
敏
弘
〃

糀
大
輔

山
下
和
子

令
和
７
、

３
、
９

よ
し
か
わ
桂
司
後
援
会

綱
井
健
哲
〃

才
津
偉
晶

原
田
剛
史

〃
〃
10

吉
田
み
つ
ひ
ろ
後
援
会

藤
井
正
行
代
表
者
藤
井
正
行

古
谷
静
史
朗

〃
４
、
14

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

愛
幸
会

高
橋
政
教
清
木
幸
子
周
南
市
中
央
町
７
番
18号

令
和
７
、

３
、
15

青
木
明
夫
後
援
会

坪
郷
好
夫
西
川
誠
子
防
府
市
三
田
尻
本
町
７
番
１
号

令
和
６
、

12、
31

佐
伯
泉
後
援
会

佐
伯

泉
佐
伯
弘
子
美
祢
市
秋
芳
町
別
府
3684

令
和
７
、

３
、
26

清
水
よ
し
ま
さ
後
援
会

廣
谷
嘉
孝
清
水
恭
子
周
南
市
銀
座
１
丁
目
26

〃
〃
10

新
南
陽
地
域
の
発
展
を
ま

じ
め
に
考
え
る
会

田
辺
健
治
立
石

修
〃

室
尾
２
丁
目
８
番
20号

〃
〃
３

立
石
修
後
援
会

立
石

修
〃

〃
福
川
中
市
町
11番
６
号

〃
〃
〃

中
島
し
ゅ
う
じ
後
援
会

江
原
健
二
岡
村
彰
夫
長
門
市
仙
崎
888の

１
〃
〃
21

西
岡
晃
後
援
会

西
岡

晃
西
岡

晃
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
1316の

１
〃
〃
25

は
ま
さ
き
伸
浩
後
援
会

濵
﨑
伸
浩
山
本
鶴
江
下
関
市
吉
見
本
町
１
丁
目
２
番
29号

〃
〃
23

福
田
幸
博
後
援
会

藤
永
憲
司
福
田
牧
枝
〃

横
野
町
１
丁
目
13番
１
号

令
和
６
、

12、
31

星
出
拓
也
後
援
会

星
出
拓
也
星
出
芳
江
柳
井
市
大
畠
969

令
和
７
、

３
、
20

美
祢
市
維
新
の
会

坪
井
康
男
坪
井
康
男
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
2616の

２
〃
〃
１

吉
村
祐
太
郎
後
援
会

吉
村
祐
太
郎
吉
村
祐
太
郎
防
府
市
大
字
上
右
田
1756の

８
〃
〃
10

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

関
谷
拓
馬
参
議
院
議
員
せ
き
た
に
拓
馬
教

育
政
策
研
究
会

山
口
市
堂
の
前
町
２
番
44－

201号
関
谷
拓
馬
令
和
７
、

４
、
４
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

星
出
拓
也

星
出
拓
也
後
援
会

令
和
７
、
３
、
20

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
指
定
の
取
消
し
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

資
金
管
理
団
体
の
指
定

の
取
消
し
の
届
出
を
し

た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考
（
取
消
年
月
日
）

徳
並
良
治

徳
並
良
治
後
援
会

令
和
７
、
４
、
１

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員
等

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

交
通
誘
導
警
備
業
務

一
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

令
和
七
年
十
月
一
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

令
和
七
年
十
月
十
八
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
一
四
五
九
番
地

山
口
県
警
察
学
校

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

交
通
誘
導
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る

も
の

㈡

公
安
委
員
会
が
㈠
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

一
九
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る
書
面

⚓

三
の
㈠
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

書
の
写
し
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
当
該
警
備
業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

⚔

三
の
㈡
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
の
写
し

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈢

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

交
通
誘
導
警
備
業
務

二
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

令
和
七
年
十
月
一
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
一
四
五
九
番
地

山
口
県
警
察
学
校

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
県
外
在
住
警
備
員
で
あ
る
こ
と
。

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈢

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－
〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

二
〇
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雑

報

令
和
六
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
六
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
日

山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長

井

原

健
太
郎

損
益
計
算
書
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

負
担

金

6,725,034

13,074,758

737,309

104,280

212,727

235,066

掛
金
・
任
意
継
続
掛
金

6,758,489

8,970,976

737,299

231,762

収
施
設
収
入
・
商
品
売
上

171,705

連
合

会
交

付
金

93,835

54

利
息
及
び
配
当
金

5,800

320

885

57

515,561

そ
の

他
収

入

898,710

5,244

17,651

4,142

25,924

10,244

入
他
経
理
か
ら
繰
入
金

40,452

50,000

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

1,169,997

計

15,552,230

22,045,734

1,474,608

104,280

5,800

352,578

485,364

225,904

541,485

10,298

給
付
・
一
部
負
担
金
払
戻
金

7,742,028

役
員
報
酬
・
職
員
給
与

156,696

31,025

68,586

15,400

7,941

旅
費

・
事

務
費

18,341

1,475

819

876

552

二
〇
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商
品

仕
入

726

支
飲

食
材

料
費

41,614

委
託
費
・
委
託
管
理
費

11,877

14,711

23,021

2,357

1,088

支
払

利
息

603

5,800

428,382

5,776

前
期
高
齢
者
納
付
金

1,329,276

後
期
高
齢
者
支
援
金

2,513,325

老
人
保
健
拠
出
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

介
護

納
付

金

1,299,897

連
合

会
払

込
金

149,979

連
合

会
拠

出
金

698,161

負
担

金
払

込
金

13,074,758

737,309

104,280

掛
金

払
込

金

8,970,976

737,299

出
そ

の
他

支
出

7,497

149,925

360,291

117,164

10,336

4,101

雑
損

他
経
理
へ
繰
入
金

40,452

50,000

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

1,214,701

計

14,995,919

22,045,734

1,474,608

104,280

5,800

336,839

457,502

251,930

457,351

19,458

当
期
利
益
金
又
は
当
期
損
失
金
(△
)

556,311
15,739

27,862
△
26,026

84,134

△
9,160

二
二
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貸
借
対
照
表
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

資産

流
動

資
産

1,708,036

1,549,754

93,098

603

19,064

361,906

832,312

167,174

2,754,358

30,601

固
定

資
産

610,000

44,916

12,638

418,483

43,341,765

853,933

資
産

合
計

1,708,036

1,549,754

93,098

603

629,064

406,822

844,950

585,657

46,096,123

884,534

負債

流
動

負
債

91,724

1,549,754

93,098

603

10,732

130,161

14,868

42,620,049

85

固
定

負
債

1,214,701

629,064

201,535

51,910

59,791

19,246

640,900

負
債

合
計

1,306,425

1,549,754

93,098

603

629,064

212,267

182,071

74,659

42,639,295

640,985

純資産

資
本

剰
余

金

52,183

25,350

798,386

利
益

剰
余

金

401,611

142,372

637,529

3,456,828

243,549

欠
損

金

287,388

純
資

産
合

計

401,611

194,555

662,879

510,998

3,456,828

243,549

負
債
・
純
資
産
合
計

1,708,036

1,549,754

93,098

603

629,064

406,822

844,950

585,657

46,096,123

884,534

二
三
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令
和
七
年
六
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
六
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


